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令和６年１月１日、能登半島地震が発生し、多くの建物が倒壊し、

火災に見舞われました。海岸沿いでは津波に家が流され、道路に

亀裂が入るなど甚大な被害が出ました。そして、多くの人の命が奪

われ、長期にわたり避難生活を余儀なくされている人もいます。改

めて、亡くなられた方にお悔やみを申し上げるとともに、避難生活

を送られている方々に心からお見舞い申しあげます。折しも、今年

は、阪神淡路大震災から３０年目を迎えますが、日ごろから自然災

害に関心と正しい知識を持ち、物と心の備えの大切さと、発生時

の対応を身につけておくことの必要性を痛感しております。 

それでは、市長の市政運営の基本方針及び令和６年度予算案の

諸事業に関する所信に基づき私から令和６年度の伊丹市教育基

本方針について、重点施策を中心にその考えを申し述べます。 

 

はじめに 

現在は、異常気象やＡＩの急速な進展などに象徴されますように、

先行き不透明な予測困難な時代です。これからの時代を生きる子

どもたちは、このような「人類の存続」にかかわる難問や、社会の急

激な変化などに柔軟に対応していかなくてはなりません。 
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そのような資質を有する人材の育成をめざし、文部科学省にお

いて策定されたのが、令和５年度から令和９年度を計画期間とす

る『第４期教育振興基本計画』です。そこには、「持続可能な社会の

創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」が

掲げられています。 

そのような中、令和５年度は、幼児教育における公私の質の向

上や学校教育における学力・体力の向上、ICT の積極的な活用な

ど、さまざまな成果が得られましたが課題も明らかになってまいり

ました。 

令和６年度は、明らかとなった課題の改善を図るとともに、社会

の変化に対応できる子どもの育成をめざし、重点施策として次の

３点に取り組んでまいります。 

１つめは、「主体性、問いを立てる力、コミュニケーション能力」の

育成です。ＡＩがさらに私たちの身の回りに広がる社会においては、

既存の問いに正解を出すことより、新たな問いを立てることが大

事だと言われています。ＡＩが普及すればするほど、ＡＩが簡単に答

えられる正解の価値は下がります。ＡＩが簡単に答えられない「問い」

こそが、社会を動かし新たな価値を生むのです。しかし、乳幼児期
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の教育においても、小中学校、高等学校の教育においても、主体的

に学べない、問いを立てる力が弱い、対話的な学びが深まらない

といった課題が明らかになっています。 

このようなことを踏まえ、学校園においては、一斉指導による正

解主義から脱却し、教師が裏に正解を持ちながら子どもたちがそ

れを言い当てていくような指導ではなく、自分にとって必要な学び

を自分の力で進めていくことのできる資質を育むために、「個別最

適な学び」と「協働的な学び」を推進してまいります。また、家庭に

おいては、タブレット端末やデジタル教材を有効に活用するなど

「計画的に学習に取り組む習慣づくり」に取り組んでまいります。 

２つめは、「教育 DX の推進」です。生成 AI が社会を変えようと

しています。今後５年から２０年以内にＡＩが人間の能力を超える確

率は約５０％と言われています。また、これまで難しいと言われた

「感情を持つ可能性」についても、共感力を養う訓練をすれば、AI

も共感を示すことができるようになると言われています。このよう

に、AI の進化はめざましいものがあり、昨日の常識は今日の非常

識になる時代です。このような時代に対応していくためには、ＩＣＴ

を有効に活用できる力が不可欠です。 
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子どもたちは現在、令和２年度に整備されたタブレット端末を学

習のためのツールとして文房具のように日常的に活用しています。

また、授業支援システムやデジタル教材、デジタル教科書、

MEXCBT など多様なコンテンツを活用しています。これらは「個

別最適な学び」や「協働的な学び」を充実させるために欠かせない

ものですが、ログインの煩雑さ等の課題が明らかとなっています。

もう１つ大きな課題が、「教員の働き方改革」です。 

このようなことを踏まえ、令和６年度は、令和５年度に策定した

『伊丹市教育 DX 推進指針』に則り、幼児教育においては、登降園

管理や午睡チェック、保護者連絡などを一元化した「次期保育シス

テム」の運用を図ってまいります。学校教育においては、シングルサ

インオンを可能とする「学習 e ポータル」の整備や、すべての子ども

にとって読書が身近なものとなる電子書籍の導入を図ってまいり

ます。 

３つめは、「子どもの最善の利益」を視野に入れた教育の推進で

す。近年、社会の変化などにより、全国的に子どもの虐待やうつ症

状、不登校、自殺、SNS によるトラブルなどが増えています。国の

宝である子どもたちが、将来にわたって豊かで幸せな人生を送る
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ためには、子どもを一人の人格を持った人間として尊重し、伸び伸

びと自己実現を図ることができる「居場所」を確保することと、子

どもに関する施策に子どもの意見を反映していく必要があります。 

子どもの居場所としては、学校や家庭、図書館や公園などの施

設が考えられますが、学校においては、授業や学校行事などの教

育活動中は言うまでもなく、放課後や長期休業中においても、「子

どもの居場所」づくりに取り組んでまいります。家庭においては、教

育委員会が発行している『みんなで学ぼう！子どもの権利条約』を

活用するなど、子どもが有する権利などの周知を図ってまいりま

す。 

また、子どもの意見反映については、「こども基本法」に則り、子

どもの自発的かつ主体的な成長を促す視点に立ち、学校行事や不

登校・いじめへの対応、校則の見直し等に活かしてまいります。 

さまざまな教育施策の推進にあたっては、前年踏襲でなく、社会

の変化や子どもの変化を視野に、常に「物事の本質」に立ち返り実

施してまいります。また、全ての教育活動において、「良くても悪く

ても現状から目をそらさないこと」「乳幼児期から高等学校までの

縦の連携と、学校・家庭・地域などの横の連携を大切にすること」
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「教育情報を積極的に発信すること」を基本方針に本市の教育を

推進してまいります。 

ここまで、重点施策について申し上げましたが、引き続き、「第３

次伊丹市教育振興基本計画」の体系に沿って、各分野における主

な取組をご説明申し上げます。 

 

体系１ 幼児教育・学校教育 

初めに「体系１ 幼児教育・学校教育」の「主要施策１ 幼児教育・

保育」であります。 

幼児教育・保育の質の向上については、一人ひとりの子どもが、

この先の予測困難な社会を生き抜くための学びの基盤をつくるた

めに、今、改めて幼児教育の役割は何なのかを問い直しながら、

個々の子どもの興味・関心や、「やりたい」という気持ちを土台にし

た子ども主体の教育・保育を推進してまいります。 

子どもは生まれながらにして、自ら環境に関わる力を備えており、

子どもが何を考え、何を感じ、何を求めているのか、保育者は言葉

にならない気持ちに真摯に向き合いながら、子どもの育ちを細や

かに読みとっていく力が必要です。子どものありのままの姿を大切
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にした保育を創造できる保育者を育成するために、アドバイザーの

訪問や、幼児教育センターにおいて実践交流を中心にした研修や

連続講座、キャリア別の自主勉強会、拠点園での保育公開等を実

施してまいります。 

また、公私立の幼児教育・保育施設においては、子どもが安全に

過ごすことができ、保護者と子どもの学びを共有できるよう、引き

続き保育システムや、ICT 関連機器の導入や検討など、教育 DX

を着実に進めてまいります。 

待機児童の解消については、保護者の就労率の上昇等に伴う保

育需要の増加に対応し、保育所待機児童の解消を図るため、新た

な民間保育所の誘致に加え、保育士の新規採用や定着支援等の

充実により、保育人材の確保に努めてまいります。 

幼児教育と義務教育の「架け橋期の教育」については、これまで

も、発達と学びの連続性の重要性を確保するために、保育者と小

学校教員が実践交流を通して「育みたいこども像」を共有するなど

相互理解を深めてきましたが、より確実なものにするために、各学

校園のカリキュラムに位置づけてまいります。 
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続いて、「主要施策２ 学校教育」であります。 

「確かな学力」の育成については、社会のあり方や学校課題が多

様化・複雑化している中、学校・家庭・地域が協力し、子どもたちの

幸せのために、三者がそれぞれの役割を果たすことが不可欠です。 

さらなる学力の向上を目指し教科の楽しさが伝わる体験や、実

感を伴う授業の充実、子どもが学びの主体となる「主体的・対話的

で深い学び」を実践してまいります。誰一人取り残さないために、

ICT の活用による習熟に応じた学習や、個別最適な学びの充実を

図ってまいります。また、小学校高学年における教科担任制の一層

の充実を図ってまいります。 

新しい時代に対応した教育の推進については、学習の基盤とな

る情報活用能力の育成と ICT の活用による主体的・対話的で深

い学びの実現のために、教員の ICT 活用力の向上に取り組んでま

いります。また、ICT を活用した効果的な学びの支援や、安全・安

心な ICT 環境の実現等に向け、学習コンテンツのハブ機能やシン

グルサインオン機能を有する「学習ｅポータル」の導入など、子ども

や教員の声を踏まえた教育 DX を着実に進めてまいります。 

「豊かな心」の育成については、『生徒指導提要』の趣旨を踏まえ、
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子ども自身が本来持っている力に気づき、引き出せる教育活動の

実現を図ってまいります。 

いじめの対応においては、いじめと重大事態を防止するために、

未然防止、早期発見、早期対応の充実に努めてまいります。また、

『伊丹市いじめ防止等のための基本的な方針』の改訂にあたっては、

子どもたちの意見を取り入れ、より実効性のある施策を推進して

まいります。 

不登校児童生徒の対応においては、不登校の出現率は全国平

均を下回っているものの増加傾向にあり、取り組まなければならな

い最重要課題の１つです。その背景には、『教育機会確保法(平成２

８年)』の成立を受け、文部科学省が「学校への登校を前提」として

いた方針から「社会的自立を目指す」方針に転換したことや、コロ

ナによる休校や学級閉鎖などにより、学校を休むことへの抵抗感

が低下したこと等が考えられます。そのようなことを踏まえ、学校

がより安全・安心な居場所となるために、魅力ある学校づくりやわ

かる授業の創造に取り組むとともに、小中学校に不登校対策支援

員を配置し、校内教育支援センター(別室)の充実を図ってまいり

ます。また、オンラインの活用や、民間施設との連携等を図ってま
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いります。教育支援センター「やまびこ」においては、不登校児童生

徒の社会的自立を実現するために、カリキュラムの充実を図るとと

もに、ＩＣＴの活用や学校を含む関係機関との連携を強化してまい

ります。 

「健やかな体」の育成については、子どもたちが体力の向上を図

り、生涯にわたって健康な生活を送るために、各校の実態に応じた

体育授業の改善や休み時間の活用、家庭との連携による「運動の

日常化」等に取り組んでまいります。 

部活動の地域移行においては、これまでの学校部活動が担って

きた教育的意義は、競技力や技術力の向上のみならず、学校生活

に潤いを与え、人間性の育成や非行防止、社会人としての基礎づ

くりなど極めて大きいものがあります。しかし、少子化の進展と教

員の労働環境の改善が喫緊の課題となっており、この課題を将来

に先送りすることはできません。子どもたちが生涯にわたってスポ

ーツや文化芸術活動に親しむことができる機会を確保し、教員の

業務負担を軽減するために、迅速かつ計画的に部活動の地域移行

を進めてまいります。将来の目指すべき地域クラブ活動の方向性

を学校・地域と共有し、丁寧な保護者説明を進めていくことで、誰
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もが無理せずに維持できる地域クラブ活動を整備してまいります。 

市立伊丹高等学校の魅力向上については、主体的に行動し課題

解決に挑む人材や、地域社会や国際社会に貢献する人材を育成す

るために、兵庫県の『県立高等学校教育改革第三次実施計画』に

準じて、普通科の改革に取り組み、探究活動を充実してまいります。 

特別支援教育の推進については、障がいのある子どもの自立と

社会参加を目指し、一人ひとりの教育的ニーズに的確に応える指

導を提供できるよう、多様で柔軟な仕組みを整備してまいります。 

教職員の資質向上については、不登校児童生徒や配慮を要する

児童生徒の増加など「子どもの多様化」と、ＡＩの急速な進展などの

「社会の変化」に対応できる資質の育成が喫緊の課題となってい

ます。これらの課題を踏まえ、自らの強みを伸ばす「個別最適な学

び」と「協働的な学び」を実践し、教師に共通して求められる資質能

力に加え、新たな領域の専門性を身につけるなど、子ども一人ひ

とりの学びを引き出し、支援する「伴走者」としての資質を高めて

まいります。併せて、異校種間の「縦の接続」を踏まえた研修の実

施及び、各校における研究の活性化を図ってまいります。 
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続いて、「主要施策３ 教育環境の整備・充実」であります。  

コミュニティ・スクールの充実については、各学校の教育目標を

達成するために、教職員と学校運営協議会委員が協働する意義を

共に感じられるよう、より実態に即した研修会や情報交換会等を

実施してまいります。また、学校運営協議会と地域学校協働活動

の一体的な推進に取り組んでまいります。 

学校体育館への空調設備の導入については、国連のグテーレス

事務総長が「地球は沸騰化時代に入った」と、最大限の表現で危機

感をあらわにしました。このような昨年夏の記録的な暑さを踏まえ、

一刻も早く、夏の体育館での教育活動における熱中症を予防する

ために、空調設備を２か年で小中学校及び高等学校、全２６校に設

置してまいります。 

老朽化が進む学校園施設の維持保全については、大規模改造

工事や空調改修工事等の整備のほか、不審者の学校侵入防止対

策のさらなる強化に取り組んでまいります。そのほか、グリーン社

会の実現に向け、学校園舎へ高効率な空調や LED 照明などを導

入するとともに、さらなる再生可能エネルギーの利用促進を目指し、

太陽光発電設備の設置に取り組んでまいります。 
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教職員の働き方改革については、長時間勤務による教員の疲弊

や教員不足などが大きな社会問題となっており、より一層の推進

が求められています。教職員が、心身の健康を保持し､情熱とやり

がいを持って働くことができるよう、また、教職の魅力を高めるた

めに、『学校における働き方改革基本方針』に基づき､部活動の地

域移行や教育ＤＸによる業務改善など、勤務時間の適正化に取り

組んでまいります。 

 

体系２ 子育て・子育ち 

続いて「体系２ 子育て・子育ち」の「主要施策１ 家庭・地域の教

育力」であります。 

子育て家庭への経済的支援については、子育てに係る経済的負

担の軽減を図るために、令和６年度より教育費の負担が大きい中

学生世帯については学校給食費の無償化を実施し、小学生世帯に

ついては、食材費高騰による保護者負担の補助を実施してまいり

ます。また、引き続き保育所等における第２子の保育料の無償化な

どを実施してまいります。 

子育て施策の充実については、すべての子どもの育ちと、すべて
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の子育て家庭を支援し、一人ひとりの子どもが健やかに成長でき

るよう、令和５年度に実施した調査及びその分析を活かし、令和７

年度から令和１１年度を計画期間とする『第３期伊丹市子ども・子

育て支援事業計画』を策定してまいります。 

子ども一人ひとりに応じた発達支援については、障害児通所支

援事業の利用者が年々増加する中、各関係機関との「横断的な連

携」や、０歳から１８歳に至るまでの「縦断的な連携」を図りつつ、相

談の質を向上するために、相談支援専門員を増員し、迅速かつ丁

寧な相談体制を確立してまいります。また、相談者の個別のニーズ

に丁寧に対応しつつ、地域に潜在する課題を検証し、必要な療育

体制づくりに取り組んでまいります。 

 

続いて「主要施策２ 青少年の健全育成」であります。 

子どもの居場所づくりの推進については、子どもたちが安全・安

心に過ごせる「居場所」を提供するために、児童館「こらくる」やス

ワンホール内の青少年センター等において、遊びや学びの場ととも

に様々な体験の機会づくりに取り組んでまいります。 

児童くらぶにおいては、子育て世代の女性の就業率上昇等によ
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り、年々入所希望者が増加する中、子どもたちに遊びの場や生活

の場を提供し、健全な育成を図るために、適切な保育環境の整備

が不可欠です。昨今の利用希望者の増加に対応するために、稲野

児童くらぶの支援室を１室増やし、４支援室での運営が出来るよう

に改修工事を実施してまいります。併せて、多様な保護者ニーズに

も対応できるよう民間事業者が設置・運営する児童くらぶの参入

を進めてまいります。加えて、全ての児童くらぶに設置されている

経年劣化の激しい本やおもちゃの買い替えを行ってまいります。保

護者の負担軽減を図るために、引き続き夏休み期間中の昼食提供

事業の実施に取り組んでまいります。 

子どもの見守りネットワーク整備については、青少年の非行や問

題行動の未然防止と安全確保のために、補導活動等の情報を学

校等関係団体と共有し社会総がかりで見守り活動に取り組んでま

いります。また、悩みを相談につなげ、早期解決を図るために、学

校や他の相談機関等と連携するとともに、アウトリーチ型相談支援

を更に推進してまいります。 
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体系３ 生涯学習 

続いて「体系３ 生涯学習」の「主要施策１ 生涯学習・スポーツ」

であります。 

多様な学習機会の提供については､市民の学習ニーズに応え、

学習成果を地域に還元するために、学習情報の発信の充実を図る

とともに、デジタル・ディバイド(情報格差)解消などの地域課題に

対応した事業の充実に取り組んでまいります。 

図書館サービスの充実については、『第２次子ども読書活動推進

計画』に基づき、子どもの読書習慣の定着や読書意欲の向上のた

めに、学校との連携事業を推進するとともに、子どもの読書環境

を充実するために、学校や家でタブレット等から利用できる電子図

書館を導入してまいります。また、市民の学習と交流を促進するた

めに､市民参画による「交流フロア運営会議」を通した市民企画事

業や、市内施設・学校・企業等と連携した多様な事業を展開してま

いります。 

生涯スポーツが楽しめる環境整備については、『伊丹市スポーツ

推進計画』に基づき、スポーツ実施率の向上につなげるために、イ

ンスタグラムなど SNS を活用し、スポーツ情報の発信や、スポーツ
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の意義に関する啓発等を積極的に行うとともに、誰もが気軽にで

きるニュースポーツの普及をはじめ各種事業を推進してまいります。

また、伊丹スポーツセンターをはじめ、公共スポーツ施設の整備・充

実については、市民スポーツの推進を図るため、スポーツに関する

市民意識調査や子どもを含めたアンケート調査等の結果を踏まえ、

スポーツ施設の整備方針に基づき、市民の意見や、審議会等の専

門的な知見を得ながら、具体的な整備計画の策定に向け、検討を

進めてまいります。 

 

体系４ 人権教育 

続いて「体系４ 人権教育」の「主要施策１ 人権教育」であります。 

人権教育・学習の推進については、人権が尊重されるまちを実

現するために、『伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針』に

基づき、切れ目のない人権教育の推進と主体的な学びの場の提供

に努めてまいります。就学前教育においては、主体性や自己肯定

感などの非認知能力を育てるために、一人ひとりの個性を尊重し、

受容的で応答的な保育を実践してまいります。学校教育において

は、多様性を認め合う子どもを育成するために、学校教育全体を
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通じて、発達段階に応じた人権教育を推進してまいります。地域に

おいては、学校、家庭、職場等における人権意識の向上を図るため

に、市民団体との連携や人権教育指導員の派遣及び研修会等の

支援を行ってまいります。 

 

結びに 

子どもたちを幸せにしたい。この「願い」が教育委員会の究極の

目標です。幸福であることは最大の価値です。国連が実施している

『世界幸福度調査２０２３』では、フィンランドが１位、日本は４７位、

戦争をしているロシアは７０位、ウクライナは９２位でした。そのよう

な中、ある書籍で「幸福感に密接に関係するものは何ですか？」と

いう調査結果が目に留まりました。１位は「健康」、２位は「よい人間

関係」、４位は「収入」、５位は「学歴」でした。これらは想定できたの

ですが、３位の「自己決定」は想定外でした。自己決定とは、自分の

ことを自分自身で決められているかどうかです。物事がうまくいか

なくても、自分で決めたのなら諦めがつきます。しかし、他人に強

制されて失敗したら心理的ダメージは大きいものがあります。「自

分の意思に基づいて決定できる」ことが、幸せの土台なのです。 
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私たちの日常は、「今日はどのような料理を作ろうか」、「明日は

どんな服を着ようか」など自己決定の連続です。自分らしく生き抜

くためには、自己決定、すなわち、主体性と自己肯定感が不可欠で

す。様々な教育活動を通じて、将来、幸せな人生を送ることができ

るよう「自己決定」のできる児童生徒を育ててまいります。 

目まぐるしく変化する時代にあって、いつの世も変わらない教育

の本質を見失うことなく、教育は「国家１００年の大計」であること

を心に置き、「不易と流行」を踏まえ、本市の教育を推進してまいり

ます。 

 


